
 

知
空
に
よ
る
本
願
寺
教
団
の
教
化
活
動
 

　――『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
撰
述
の
背
景
を
通
し
て
――
 

林
　
龍

樹
 

は
じ
め
に
 

本
稿
は
、
本
願
寺
第
二
代
能
化
知
空
（
一
六
三
四
│
一
七
一
八
）
著
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』（
以
下
、『
照
蒙
記
』
と
す
る
。）
撰
述
の

背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
知
空
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
教
化
活
動
の
一
端
を
探
る
も
の
で
あ
る
。 

浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
像
を
形
成
す
る
に
お
い
て
そ
の
中
心
を
担
っ
て
き
た
の
は
、
本
願
寺
第
三
代
宗
主
覚
如
（
一
二
七
〇
│
一
三

五
一
）
が
著
し
た
『
御
伝
鈔
』
で
あ
ろ
う
。
知
空
著
『
照
蒙
記
』
は
、
こ
の
浄
土
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
の
伝
記
『
御
伝
鈔
』
の
註
釈
書
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
本
願
寺
に
お
い
て
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
の
著
作
で
あ
る
『
照
蒙
記
』
を
対
象
と
し
て

そ
の
撰
述
背
景
を
探
る
。
本
書
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、『
照
蒙
記
』
が
『
御
伝
鈔
』
を
訓
詁
註
釈
し
た
大
部
の
書
で
あ
り
、
明
治
に

至
る
ま
で
『
御
伝
鈔
』
の
正
統
な
註
釈
書
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る（

1
）。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
は
、『
御
伝
鈔
』
の
註
釈
書
と
い
う
性
格
上
、
近
世
の
宗
祖
親
鸞
像
を
探
る
一
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
よ
う
な
中
、
末
木
文
美
士
氏
が
、 
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そ
も
そ
も
宗
教
者
の
伝
記
は
、
biography
で
な
く
、
hagiography
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
客
観
的
な
事
実
を
記
し
た
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
伝
記
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る（

2
）。 

 
と
述
べ
る
よ
う
に
、
各
時
代
に
著
さ
れ
た
親
鸞
の
伝
記
が
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
著
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
、
後
世
の
註
釈
書
が
ど
の

よ
う
に
伝
記
を
註
釈
し
た
の
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
別
の
伝
記
、
並
び
に
そ
の
註
釈
書
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と

は
、
各
時
代
に
お
い
て
そ
の
著
者
や
教
団
が
目
指
し
た
あ
り
方
、
方
向
性
を
探
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。 

『
照
蒙
記
』
に
つ
い
て
の
書
誌
を
は
じ
め
と
す
る
基
礎
的
な
情
報
は
塩
谷
菊
美
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

3
）。
ま
た
、
塩
谷
氏

は
、
知
空
が
『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
引
用
す
る
先
行
史
料
の
引
用
態
度
か
ら
、『
照
蒙
記
』
が
、
親
鸞
の
生
涯
を
通
し
て
教
義
を
わ
か

り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
よ
り
も
、
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る（

4
）。
知
空
在
世
当
時
の

本
願
寺
に
お
け
る
聖
教
註
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
書
の
撰
述
背
景
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
大
澤
絢
子
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
大
澤
氏
は
、
当
時
の
教
団
の
課
題
と
し
て
外
部

か
ら
批
判
を
受
け
て
い
た
妻
帯
に
注
目
し
、
知
空
が
特
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
識
し
て
真
宗
僧
侶
が
妻
帯
を
す
る
根
拠
を
宗
祖
親
鸞

に
求
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
澤
氏
が
、
指
摘
す
る
よ
う
に
知
空
は
肉
食
妻
帯
に
関
す
る
書
籍
を
多
く
著
し
て
お
り
、
そ
の
重

要
性
が
窺
え
る
。
そ
も
そ
も
、『
御
伝
鈔
』
に
こ
の
妻
帯
に
関
す
る
直
接
の
記
述
は
な
い
。
六
角
堂
で
の
夢
告
の
内
容
も
直
ち
に
妻
帯

と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
知
空
に
お
い
て
妻
帯
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

5
）。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
知
空
は
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
史
実
を
追
求
し
て
い
く
中
で
、
内
容
を
順
番
に
追
っ
て
い
く
だ

け
で
な
く
、
当
時
本
願
寺
教
団
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
解
決
を
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
に
求
め
註
釈
を
施
し
て
い
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
今
回
取
り
上
げ
る
『
照
蒙
記
』
を
知
空
が
著
す
に
至
っ
た
背
景
を
、
当
時
の
教
団
が
置
か
れ
た
状
況
な
ど
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か
ら
検
討
す
る
。
ま
た
、
知
空
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
著
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
を
他
の
著
作
な
ど
か
ら
確
認
し
た
い
。
そ
の
上

で
、
知
空
が
『
照
蒙
記
』
を
著
し
た
背
景
に
つ
い
て
本
書
の
内
容
か
ら
探
る
。
特
に
、
本
稿
で
は
、『
照
蒙
記
』
内
で
知
空
が
具
体
的

に
書
名
を
挙
げ
て
批
判
す
る
『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』（
以
下
、
原
則
『
未
来
記
』
と
す
る
。）
並
に
、『
親
鸞
邪
義
決
』（
以
下
、

『
邪
義
決
』
と
す
る
。）
に
注
目
し
、『
照
蒙
記
』
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

Ⅰ
．
知
空
在
世
時
の
本
願
寺
教
団
と
知
空
 

ま
ず
、
知
空
在
世
当
時
の
幕
府
の
動
向
と
本
願
寺
教
団
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
戦
乱
の
世
が
終
わ
り
を
告
げ
、
江
戸
幕
府
が

諸
制
度
を
整
え
て
ゆ
く
中
で
、
文
治
主
義
政
策
も
あ
り
、
各
教
団
で
は
学
問
研
鑚
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
く
。『
龍
谷
大
学
三
百
五
十

年
史
』
通
史
篇
上
巻
で
は
、 

 
浄
土
宗
で
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
関
東
十
八
箇
所
を
談
林
と
し
た
。
な
か
で
も
増
上
寺
の
談
林
な
ど
、
後
世
の
教
学
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
気
運
が
浄
土
真
宗
に
お
け
る
宗
学
研
鑚
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る（

6
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
宗
の
動
き
に
合
わ
せ
て
真
宗
に
お
い
て
も
学
問
が
重
要
視
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
増
補
改

訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
で
は
、 

 
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
幕
府
に
よ
る
諸
宗
統
制
の
強
い
意
図
か
ら
、
各
宗
共
通
の
諸
宗
法
度
が
発
布
さ
れ
た
。
…
（
中
略
）

…
そ
う
し
た
幕
府
の
施
策
を
受
け
て
、
本
山
は
独
自
の
制
禁
を
定
め
て
、
坊
官
・
奉
行
中
の
連
名
で
院
家
衆
以
下
惣
坊
主
衆
宛
布
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令
し
た（

7
）。 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
世
初
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
、
教
団
構
造
の
確
立
や
学
問
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

知
空
は
、
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
十
七
歳
で
学
林
に
入
る
。
学
林
の
取
り
つ
ぶ
し
や
初
代
能
化
西
吟
（
一
六
〇
五
│
一
六
六
三
）

没
後
、
知
空
の
他
、
戒
空
（
生
没
年
不
詳
）、
閑
隆
（
│
一
七
〇
一
）
に
よ
る
能
化
代
役
の
時
期
を
経
て
実
質
的
に
第
二
代
能
化
と
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
知
空
の
活
動
に
つ
い
て
井
上
哲
雄
氏
は
、 

 
知
空
は
常
に
本
山
の
命
を
奉
じ
て
東
奔
西
走
、
諸
国
の
異
解
者
を
糺
明
、
即
ち
寛
文
元
年
六
月
、
紀
伊
に
至
り
、
黒
江
の
邪
義
を

破
し
、
…
（
中
略
）
…
策
励
の
邪
義
を
破
斥
し
た（

8
）。 

 
と
述
べ
る
。
知
空
が
、
い
つ
能
化
と
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
宮
崎
円
遵
氏
は
、『
光
隆
寺
知
空
師
遂
日
記
』「
学
林
之
由
来
」

に
あ
る
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
の
知
空
の
門
下
生
に
よ
る
代
講
の
記
述
や
、
初
代
能
化
西
吟
か
ら
第
四
代
能
化
法
霖
（
一
六
九
三
│
■

一
七
四
一
）
ま
で
、
能
化
と
な
っ
た
者
が
定
め
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
制
法
制
定
の
年
代
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
時
期
を
見
当
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る（

9
）。
一
方
で
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
に
学
林
に
お
い
て
、
知
空
は
『
安
楽
集
』
を

講
じ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
師
西
吟
の
下
で
若
く
し
て
教
団
の
指
導
者
的
立
場
に
あ
っ
た
か
、
将
来
的
に
そ
の
よ
う
な
立
場
と

な
る
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
降
、
知
空
は
、
教
団
の
指
導
者
と
し
て
各
地
で
お
こ
る
異
義
を
糾
弾
し
正
し
い
教
学
の
普
及
に

奔
走
し
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
知
空
の
著
述
は
、
同
じ
く
井
上
哲
雄
著
『
真
宗
学
匠
著
述
目
録
』
に
よ
る
と
五
十
九
部
が
確
認
で
き
る（

10
）。
そ
の
内
容
は
『
安

楽
集
鑰
聞
』
や
『
往
生
論
註
翼
解
』
な
ど
の
聖
典
註
釈
書
か
ら
、『
真
宗
肉
食
妻
帯
弁
』
や
『
嬰
児
帰
仏
弁
』
な
ど
の
当
時
本
人
、
も
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し
く
は
教
団
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
、
更
に
他
宗
な
ど
に
よ
る
批
判
に
反
駁
し

た
書
、
ま
た
当
時
各
所
で
お
こ
っ
て
い
た
異
義
を
糾
弾
す
る
書
籍
な
ど
多
岐
に
亘
る
。 

教
団
の
構
造
が
確
立
し
て
い
く
中
で
、
聖
教
の
解
釈
な
ど
、
本
願
寺
の
正
統
が
求
め
ら
れ
た
。
知
空
は
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
、
教

団
の
構
築
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

Ⅱ
．『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
 

次
に
、『
照
蒙
記
』
の
撰
述
背
景
を
確
認
し
た
い
。『
照
蒙
記
』
は
、
宮
崎
円
遵
氏
に
よ
れ
ば
、
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
に
著
さ
れ

て
い
る（

11
）。
そ
の
後
本
書
は
、
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
寛
文
一
一
（
一
六
七
〇
）
年
に
第
二
版
、
延
宝
五
（
一

六
七
七
）
年
以
降
に
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
大
東
坊
蔵
本
を
翻
刻
し
た
『
大
系
真
宗
史
料
伝
記
篇
２
御
伝
鈔
注

釈
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
）
を
用
い
た（

12
）。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
が
知
空
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
最
大
の
契
機
は
、
寛
文
元
年
に
本
願
寺
で
勤
修
さ
れ
た
宗
祖
親
鸞
の
四
〇
〇
回
忌
法

要
（
報
恩
講
）
で
あ
ろ
う
。『
御
伝
鈔
』
は
報
恩
講
に
お
い
て
拝
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
照
蒙
記
』
は
同
年
に
著
さ
れ
て
い
る
。
宗

祖
四
〇
〇
回
忌
は
、
寛
文
元
年
三
月
十
八
日
の
逮
夜
か
ら
、
十
昼
夜
に
わ
た
り
勤
め
ら
れ
た（

13
）。
そ
の
規
模
は
、
参
列
の
僧
侶
が
絹
袈
裟

衆
四
〇
〇
余
人
、
惣
坊
主
衆
三
〇
〇
〇
人
、
斎
・
非
時
の
坊
主
衆
二
二
〇
〇
余
人
の
他
、
多
く
の
在
家
門
徒
が
集
ま
り
盛
大
に
執
り
行

わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
報
恩
講
で
は
、
現
在
で
も
『
親
鸞
伝
絵
』
か
ら
絵
を
抜
き
出
し
た
絵
伝
が
奉
懸
さ
れ
る
が
、
こ
の
四
〇
〇

回
忌
報
恩
講
に
際
し
て
、
そ
れ
ま
で
四
幅
で
あ
っ
た
絵
伝
は
、
新
た
に
建
立
さ
れ
た
御
影
堂
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
徳
力
善
雪
を
絵
師

と
し
て
八
幅
へ
と
作
り
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
知
空
に
つ
い
て
『
龍
谷
講
主
伝
』「
京
師
光
隆
寺
知
空
伝
」
に
は
、 
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寛
文
元
年
。
開
山
四
百
年
忌
。
修
二

大
会
一

。
将
二

諸
使
一

主
弁（

14
）。 

 
と
あ
り
、
法
要
執
行
の
中
心
と
な
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
照
蒙
記
』
の
撰
述
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
塩
谷
菊
美
氏
は
、 

 
江
戸
時
代
も
早
い
う
ち
か
ら
、
東
西
両
本
願
寺
の
学
僧
た
ち
は
実
証
的
な
親
鸞
伝
を
目
指
し
て
史
料
の
博
捜
を
開
始
し
て
い
た

（『
御
伝
照
蒙
記
』、
空
誓
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
探
証
記
』
な
ど
）。
個
々
の
寺
院
の
由
緒
が
荒
唐
無
稽
な
親
鸞
像
を
伝
え
る
の
は
や

む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
正
統
的
な
親
鸞
伝
か
ら
は
奇
説
を
排
そ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
る（

15
）。 

 
と
述
べ
る
。
知
空
は
仏
教
内
外
の
典
籍
を
数
多
く
用
い
、
基
本
的
に
一
句
一
句
丁
寧
に
訓
詁
註
釈
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
既
存
の
伝

記
類
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
誤
り
を
修
正
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
願
寺
歴
代
著
述
の
聖
教
に
つ
い
て
は
、「
シ
カ
レ
ド
モ
『
口
伝

鈔
』
ハ
当
流
ノ
実
録
ナ
リ
、
ソ
ム
ク
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ（

16
）。」
と
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
そ
の
他
の
背
景
と
し
て
、
誤
り
を
記
し
た
書
物
や
他
宗
か
ら
本
願
寺
に
向
け
ら
れ
た
様
々
な
批
判
が
あ
る
。
知
空
は
、『
照

蒙
記
』
に
、『
御
伝
鈔
』
下
第
五
段
に
説
か
れ
る
「
熊
野
霊
告
」
平
太
郎
の
物
語
を
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
平
太
郎
に
つ
い
て
詳
し
く

記
し
た
書
物
一
巻
が
あ
る
こ
と
を
を
述
べ
、「
雁
書
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る（

17
）。
知
空
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
、
始
終
間
違
い
が

多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皆
挙
っ
て
こ
の
書
を
読
み
、
聞
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
対
し
て
、
い
つ
の
時
代
の
書
物
か
誰
の
著
作

か
も
わ
か
ら
ず
、
誤
り
の
多
い
こ
の
書
物
を
用
い
な
い
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
知
空
は
、
雁
書
と
す
る
こ
の
書
が
、
具
体
的
に
何
か

は
述
べ
て
い
な
い
が
、
当
時
、
知
空
に
は
認
め
が
た
い
内
容
の
書
物
が
、
当
然
の
よ
う
に
真
宗
寺
院
な
ど
で
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。 
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ま
た
、
知
空
は
続
い
て
、「
総
ジ
テ
近
世
カ
ヤ
ウ
ノ
偽
書
ヲ
ヽ
シ
。『
太
子
未
来
記
』・『
邪
義
決
』
等
ノ
ゴ
ト
シ（

18
）」
と
し
て
、
二
部
の

書
名
を
挙
げ
る
。『
照
蒙
記
』
を
こ
れ
ら
の
二
書
、
並
に
『
御
伝
鈔
』
の
内
容
と
対
照
さ
せ
る
と
、
知
空
が
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る

上
で
、『
太
子
未
来
記
』・『
邪
義
決
』
の
二
書
の
批
判
に
対
応
出
来
る
よ
う
に
内
容
を
編
集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
書
籍
に
対
応
す
る
註
釈
箇
所
を
考
察
し
た
い
。 

Ⅲ
．『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
へ
の
対
応
 

ま
ず
、
前
者
『
太
子
未
来
記
』
と
は
、『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記（

19
）』
と
い
い
、
聖
徳
太
子
の
予
言
書
と
さ
れ
、
一
遍
・
日
蓮
・
親

鸞
の
三
者
を
日
域
末
世
の
三
魔
流
と
し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
奥
書
に
は
、 

 
右
此
書
出
二

干
摂
州
天
王
寺
宝
庫
一

。
慶
安
元
年
初
冬
吉
且
。 

 
と
あ
り
、
摂
津
の
四
天
王
寺
の
宝
庫
よ
り
見
つ
か
っ
た
書
で
あ
り
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。 

本
書
に
お
け
る
親
鸞
に
対
す
る
批
判
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

 Ａ
│
①
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
 

Ａ
│
②
諸
法
を
修
せ
ず
、
ひ
と
え
に
（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
 

Ａ
│
③
諸
僧
を
供
養
せ
ず
、
自
流
の
僧
を
供
養
す
る
こ
と
 

Ａ
│
④
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
、
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
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Ａ
│
⑤
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚
す
こ
と
 

Ａ
│
⑥
俗
人
を
集
め
、
亡
者
を
吊
し
自
家
の
体
と
な
し（

20
）人
々
を
惑
わ
す
こ
と
 

Ａ
│
⑦
右
記
の
故
に
為
政
者
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、
仏
法
王
法
に
背
い
て
い
る
こ
と
 

 こ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
、『
御
伝
鈔
』
の
内
容
に
よ
っ
て
対
応
可
能
な
項
目
も
あ
る
。
一
方
で
、『
御
伝
鈔
』
の
内
容
だ
け
で
は
十

分
対
応
で
き
な
い
項
目
に
つ
い
て
、『
照
蒙
記
』
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
を
意
識
し
内
容
を
付
加
し
た
と
思
わ
れ
る
註
釈
箇
所
が
見
ら
れ

る
。
以
下
、
順
番
に
対
応
を
確
認
し
た
い
。 

　
ⅰ
．
Ａ
│
①
に
つ
い
て
 

Ａ
│
①
「
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
幅
広
く
諸
仏
諸
菩
薩
神
明
に
対
し
す
る
念
仏
者
の
態

度
を
示
し
た
「
六
角
夢
想
」
段
や
「
熊
野
霊
告
」
段
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

ま
ず
、「
六
角
夢
想
」
段
の
註
釈
に
お
い
て
は
、 

 
カ
ノ
二
大
士
ノ
重
願
、
タ
ヾ
一
仏
名
ヲ
専
念
ス
ル
ニ
タ
レ
リ
。
イ
マ
ノ
行
者
、
錯
テ
脇
士
ニ
ツ
カ
フ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
タ
ヾ
チ
ニ

本
仏
ヲ
ア
フ
グ
ベ
シ
ト
云云
（
21
）。 

 と
い
う
本
文
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
『
千
手
観
音
経
』
を
引
き
、
観
音
勢
至
二
菩
薩
の
本
意
は
、
た
だ
弥
陀
の
名
号
を
称
念
す
る
こ

と
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
い
弥
陀
一
仏
を
専
念
す
べ
き
で
あ
り
、
誤
っ
て
二
菩
薩
を
並
べ
称
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
往
生
の
た
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め
に
は
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
一
向
専
念
に
背
く
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。 

ま
た
「
熊
野
霊
告
」
段
で
は
、
親
鸞
の
門
弟
で
あ
る
常
陸
の
平
太
郎
が
念
仏
者
で
あ
り
な
が
ら
、
領
主
の
従
者
と
し
て
熊
野
大
社
に

参
詣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
説
か
れ
る
。
浄
土
真
宗
の
教
義
は
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
へ
の
帰
依
を
説
く
も
の
で
あ

り
、
諸
仏
諸
神
へ
の
帰
依
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
疑
心
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
平
太
郎
は
参
詣
の
是
非
に
つ
い
て
親
鸞
に

相
談
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
親
鸞
は
、
ま
ず
一
向
専
念
の
法
義
の
正
統
性
を
説
き
、
更
に
熊
野
権
現
の
本
地
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
こ

と
、
平
太
郎
は
領
主
の
命
で
熊
野
に
参
詣
す
る
の
で
あ
り
自
身
の
判
断
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
加
え
て
、
念
仏
者
の
あ
り
方
と
し
て

煩
悩
具
足
の
身
で
あ
り
な
が
ら
外
見
だ
け
を
と
り
繕
う
こ
と
を
誡
め
て
い
る
。
す
る
と
、
平
太
郎
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
本
来
熊
野
参

詣
の
際
に
行
う
べ
き
と
さ
れ
た
作
法
を
行
う
こ
と
な
く
一
念
仏
者
と
し
て
熊
野
に
参
詣
す
る
の
で
あ
る
。 

知
空
は
、
本
段
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
平
太
郎
の
こ
と
に
つ
い
て
間
違
っ
た
内
容
を
述
べ
た
書
が
世
に
多
く
流
布
し
て
い
て
皆

盛
ん
に
読
ま
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
偽
書
で
あ
り
読
む
べ
き
で
は
な
い
と
誡
め
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
偽
書
の
代
表
と
し
て

『
未
来
記
』
と
『
邪
義
決
』
を
取
り
上
げ
る
。
続
い
て
、
熊
野
権
現
に
つ
い
て
『
神
代
巻
』
や
『
神
名
帳
』
な
ど
を
引
用
し
詳
細
に
解

説
す
る
。
そ
の
後
、『
御
伝
鈔
』
本
文
の
語
句
説
明
を
し
て
、 

 
今
ハ
本
地
ノ
仏
菩
薩
ノ
霊
光
ヲ
カ
ク
シ
テ
、
カ
リ
ニ
神
明
ト
ア
ト
ヲ
タ
レ
テ
衆
生
ヲ
コ
シ
ラ
エ
ヘ
テ
、
ツ
ヰ
ニ
浄
土
ニ
生
セ
シ
メ

ン
ガ
タ
メ
ノ
方
便
善
巧
ナ
リ（

22
） 

 
と
し
て
、
熊
野
権
現
が
本
地
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
方
便
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
知
空
は
、
存
覚
（
一
二
九
〇
│
一

三
七
三
）『
六
要
鈔
』
を
引
用
し
た
上
で
、 
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本
地
阿
弥
陀
如
来
ノ
本
願
ニ
相
応
シ
テ
、
一
向
専
念
ノ
行
者
ト
ナ
リ
ナ
バ
、
神
明
権
現
ハ
、
ア
ナ
ガ
チ
ニ
、
ワ
ガ
本
懐
ニ
カ
ナ
フ

ヨ
ト
ヨ
ロ
コ
ビ
玉
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
垂
迹
ノ
神
明
ヲ
バ
、
タ
ヾ
恭
敬
尊
重
ス
ベ
シ
。
シ
ヰ
テ
往
生
ノ
助
行
ト
タ
ノ
ミ
、
現
世
ノ
祈
祷

ヲ
モ
ト
ム
ル
コ
ト
、
一
向
ノ
言
ニ
ソ
ム
ケ
リ
。
ソ
ノ
ウ
ヘ
行
者
ノ
カ
タ
カ
ラ
、
別
シ
テ
信
ゼ
ズ
。
ア
ガ
メ
ネ
ド
モ
、
弥
陀
一
仏

ニ
、
神
明
モ
仏
陀
モ
、
コ
モ
リ
玉
フ
ガ
ユ
ヘ
ニ
、
信
ゼ
ズ
シ
テ
、
信
ズ
ル
イ
ハ
レ
ア
ル
ナ
リ （

23
）。 

 
と
述
べ
て
い
る
。
本
段
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
し
も
神
明
や
諸
仏
に
対
す
る
信
ま
で
も
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

教
団
内
の
教
化
に
お
い
て
は
、
神
明
の
本
地
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
の
み
を
勧
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
諸
仏
神
明
に
対
す
る
信
に
つ
い
て
は
誤
解
を
生
む
危
険
性
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
知
空
は
、
本
地
垂
迹
の
説
に
よ
り
阿
弥
陀
仏

に
対
す
る
信
が
、
そ
の
ま
ま
諸
仏
神
明
に
対
し
て
信
じ
る
い
わ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
浄
土
真
宗
が
諸
仏
神
明
を
蔑
ろ
に
す
す
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
教
団
外
部
か
ら
の
批
判
へ
の
対
応
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、『
未
来
記
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
信
じ
、
諸
仏
を
信
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
照

蒙
記
』
に
お
い
て
は
、
諸
仏
・
神
明
に
及
ぶ
ま
で
言
及
が
な
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
諸
仏
・
神
明
を
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
に
は
『
御
伝
鈔
』
の
本
文
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
当
時
の
本
願
寺
を
取
り
巻

く
情
勢
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
る
。
慶
安
年
間
（
一
六
四
八
〜
一
六
五
二
）
中
に
、
出
さ
れ
た
良
如
消
息
に
は
「
念
仏
の
行
者
可
二

敬

慎
レ

法（
24
）」
と
し
て
五
箇
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
一
に
は
「
諸
仏
・
菩
薩
、
諸
神
等
不
レ

可
二

疎
略
一

」
と
あ
る
。
こ
れ

は
、
当
時
の
本
願
寺
教
団
に
対
す
る
批
判
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
『
照
蒙
記
』
で
は
、『
御

伝
鈔
』
の
記
述
に
よ
り
『
未
来
記
』
に
あ
る
諸
仏
へ
の
念
仏
者
の
態
度
だ
け
で
な
く
神
明
に
対
す
る
信
に
ま
で
言
及
し
、
批
判
に
つ
い

て
幅
広
く
対
応
し
た
と
考
え
る
。 
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ⅱ
．
Ａ
│
②
に
つ
い
て
 

Ａ
│
②
「
諸
法
を
修
せ
ず
、
ひ
と
え
に
（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
批
判
に
は
所
々
に
そ
の
対
応
が
見
ら
れ
る
。 

『
御
伝
鈔
』
第
一
段
「
出
家
学
道
」
冒
頭
の
題
号
「
本
願
寺
聖
人
親
鸞
伝
絵
上
」
に
あ
る
本
願
寺
の
寺
号
を
解
説
し
て
、 

 
浄
土
一
家
ノ
寺
号
オ
ヽ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
ヨ
ロ
シ
ク
モ
教
門
相
応
ノ
尊
称
ナ
リ
。
ソ
レ
仏
教
多
門
ナ
レ
ド
モ
、
タ
ヾ
弥
陀
ノ
本
願

ノ
ミ
五
劫
思
惟
永
劫
薫
修
ノ
ユ
ヘ
ニ
、
悪
人
非
器
モ
往
生
ノ
大
益
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
。
ソ
ノ
本
願
ノ
一
法
ヲ
フ
リ
ス
ヽ
ヰ
デ
オ
シ
ヘ
マ

シ
マ
ス
宗
風
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
天
鑑
歴
々
ト
シ
テ
賜
予
ノ
名
ニ
ア
ラ
ハ
レ
タ
リ
。
尤
モ
不
可
思
議
ト
イ
ヒ
ツ
ベ
シ（

25
）。 

 
と
述
べ
る
。
浄
土
真
宗
の
教
門
は
本
来
救
わ
れ
が
た
き
身
で
あ
る
者
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
が
五
劫
思
惟
し
兆
載
永
劫
の
修
行
を
し
て

大
益
で
あ
る
本
願
の
一
法
を
与
え
ら
れ
た
宗
風
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
一
法
を
修
す
る
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
依
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
同
第
一
段
で
は
、
親
鸞
が
本
来
、
栄
花
を
ほ
こ
り
栄
耀
な
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
造
悪
不
善
の
悪
人
を
救
わ
ん

が
た
め
に
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と
し
て
娑
婆
世
界
に
生
ま
れ
ら
れ
た
身
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
三
悪
の
火
坑
に
沈
む
人
び
と
を
救

う
た
め
に
、
西
方
の
一
門
を
開
き
弘
願
念
仏
の
一
法
を
、
後
に
広
め
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
知
空
は
、（
念
仏
）
一
法
を
修
す
る
こ
と
の
根
拠
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
依
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
Ａ
│
②
の
批
判

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 
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ⅲ
．
Ａ
│
③
に
つ
い
て
 

Ａ
│
③
「
諸
僧
を
供
養
せ
ず
、
自
流
の
僧
を
供
養
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、『
御
伝
鈔
』
巻
下
、
第
七
段
「
廟
堂
創
立
」
に
お
い

て
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

知
空
は
、
親
鸞
よ
り
教
化
を
受
け
報
土
往
生
の
真
因
を
得
た
真
宗
の
念
仏
者
が
、
そ
の
広
大
な
恩
に
対
し
て
報
じ
て
い
く
の
は
当
然

の
こ
と
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
『
長
阿
含
経
』
に
説
か
れ
る
「
五
事
」
を
引
用
す
る
。 

 
一
ニ
ハ
給
仕
ヲ
イ
タ
ス
、
二
ニ
ハ
礼
敬
供
養
ス
、
三
ニ
ハ
尊
重
頂
戴
ス
、
四
ニ
ハ
師
教
勅
ア
レ
バ
敬
順
シ
テ
タ
ガ
フ
コ
ト
ナ
シ
、

五
ニ
ハ
師
ニ
随
テ
法
ヲ
キ
ヽ
テ
ヨ
ク
持
ツ
ト（

26
）。 

 
こ
れ
ら
の
説
示
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
の
（
讃
嘆
）
供
養
が
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
く
、
経
典
の
説
示
に
倣
い
、
祖
師
の
示
し
に
随

っ
て
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
批
判
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

　
ⅳ
．
Ａ
│
④
に
つ
い
て
 

Ａ
│
④
「
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
、
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
」
の
批
判
に
つ
い
て
の
対
応
は
「
六
角
夢
想
」
段
に
見
え
る
。
当
段
の

註
釈
に
お
い
て
、
知
空
は
、
僧
侶
が
着
す
る
衣
に
つ
い
て
解
説
を
行
う
。
そ
し
て
救
世
観
音
が
夢
告
を
し
た
際
の
姿
で
あ
っ
た
「
白

衲
」（
白び

ゃ
く
衣え

）
に
つ
い
て
註
釈
す
る
。
知
空
は
ま
ず
、 
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古
記
ニ
白
衲
ハ
末
世
相
応
ノ
色
ナ
リ
。
仏
滅
後
千
三
百
年
ニ
ハ
袈
裟
変
シ
テ
白
カ
ラ
ン
ト
ノ
説
ナ
レ
バ
、
无
戒
ク
ニ
ヽ
ミ
テ
ル
ユ

ヘ
ニ
白
衲
ヲ
服
シ
タ
マ
フ
ト（

27
）。 

 
と
古
記
に
解
説
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
末
世
に
は
僧
尼
が
白
衣
を
き
て
い
る
在
家
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

示
し
た
の
で
あ
り
、
僧
侶
が
白
衣
を
着
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
覚
如
『
改
邪
鈔
』
に
説
か
れ
る
袈
裟
が

白
色
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
袈
裟
変
白
ノ
御
評
義
ハ
、
別
ニ
激
発
シ
玉
フ
御
内
意
ア
ル
ト
ミ
ヘ
タ
リ
。」
と
し
て
直

接
の
解
釈
を
し
て
い
な
い
。
結
果
、
僧
侶
が
着
す
る
衣
体
の
色
に
つ
い
て
の
可
不
可
は
一
往
の
こ
と
で
あ
り
、
本
来
沙
汰
す
べ
き
で
は

な
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
文
証
と
し
て
『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。 

『
御
伝
鈔
』「
六
角
夢
想
」
段
の
註
釈
で
あ
れ
ば
、
観
音
菩
薩
の
衣
体
に
つ
い
て
の
註
釈
で
済
む
が
、
話
は
一
般
僧
侶
が
着
す
る
衣
体

に
ま
で
発
展
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
未
来
記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
真
宗
僧
侶
が
着
用
す
る
衣
・
袈
裟
へ
の
批
判
に
対
応
す
る
た
め

の
註
釈
と
考
え
る
。 　

ⅴ
．
Ａ
│
⑤
に
つ
い
て
 

Ａ
│
⑤
「
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚
す
こ
と
」
に
つ
い
て
の
批
判
へ
の
対
応
は
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
大
澤
氏
が
指
摘
し
た
妻
帯
に
関
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
戒
律
を
犯
す
こ
と
や
、
斎
食
、
肉
食
に
対
す
る
直
接
の
言
及
は

『
照
蒙
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
御
伝
鈔
』「
吉
水
入
室
」
に
出
る
「
小
路
大
道
」
の
語
に
対
す
る
註
釈
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 

小
路
大
道
ト
云
ハ
、
大
道
無
レ

門
、
ナ
ン
ゾ
大
小
ノ
道
路
ヲ
ワ
カ
タ
ン
。
千
差
有
レ

路
、
ナ
ン
ゾ
難
易
ノ
曲
直
ナ
カ
ラ
ン
。
帰
元
性
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無
二
方
便
有
二

多
門
一

、
モ
シ
聖
道
ノ
大
道
モ
下
機
ノ
入
ガ
タ
キ
ニ
ノ
ゾ
ム
レ
バ
、
造
悪
不
善
ノ
悪
人
女
人
ハ
ヘ
ダ
ヽ
リ
ヌ
。
シ
カ

ラ
バ
機
ノ
カ
タ
カ
ラ
ハ
小
路
ト
イ
ヒ
ツ
ベ
シ
。
本
願
一
実
ノ
大
道
ハ
五
乗
斉
入
ノ
真
門
、
可
通
入
路
ノ
捷
径
ナ
リ（

28
） 

 『
御
伝
鈔
』
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
、
建
仁
元
年
比
叡
山
を
下
り
念
仏
の
法
義
を
求
め
法
然
の
吉
水
の
住
房
を
訪
ね
た
。
そ
れ
は
、
限

ら
れ
た
者
し
か
歩
む
こ
と
が
で
き
な
い
難
行
の
小
路
で
は
な
く
、
全
て
の
も
の
に
開
か
れ
た
易
行
の
大
道
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
知

空
は
、
こ
の
文
を
註
釈
し
て
聖
道
の
仏
道
も
機
の
側
か
ら
臨
む
な
ら
ば
、
造
悪
不
善
の
悪
人
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
道
で
あ
る
た
め
に
小
路

で
あ
る
と
述
べ
る
。
続
け
て
、
知
空
は
、 

 『
改
邪
鈔
』
云
、
男
女
善
悪
ノ
凡
夫
ヲ
ハ
タ
ラ
カ
サ
ヌ
本
形
ニ
テ
、
本
願
ノ
不
思
議
ヲ
モ
テ
、
ム
マ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
ム
マ

レ
サ
セ
タ
レ
バ
コ
ソ
、
超
世
ノ
本
願
ト
モ
ナ
ヅ
ケ
、
横
超
ノ
直
道
ト
モ
キ
コ
エ
ハ
ン
ベ
レ
 

 
と
、
覚
如
『
改
邪
鈔
』
の
文
を
引
用
す
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
本
来
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
凡
夫
を
本
願
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
さ
せ
る
故
に
、
超
世
の
本
願
と
も
横
超
の
直
道
と
も
い
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
知
空
は
、
更
に
存
覚
『
持

名
鈔
』
を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
を
文
証
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
仏
道
が
、
造
悪
不
善
の
悪
人
で
あ
る
凡
夫
の
た
め
の
道
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

　
ⅵ
．
Ａ
│
⑥
に
つ
い
て
 

Ａ
│
⑥
「
俗
人
を
集
め
、
亡
者
を
吊
し
自
家
の
体
と
な
し
て
人
々
を
惑
わ
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、『
未
来
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
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あ
る
。 

 
集
二

俗
男
俗
女
一

而
吊
二

亡
者
一

、
以
為
二

自
家
為
体
一

。
惑
二

帰
入
輩
一

而
令
レ

墮
二

畜
生
道（

29
）一

。 

 こ
の
表
現
は
解
釈
が
難
し
い
が
、
浄
土
真
宗
の
二
種
の
回
向
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
と
考
え
る
。
浄
土
真
宗
の
念
仏

者
は
命
終
わ
っ
て
後
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
娑
婆
世
界
へ
還
り
来
て
人
び
と

を
教
化
す
る
還
相
の
用
き
に
で
る
。
つ
ま
り
、
真
宗
の
僧
侶
は
寺
院
や
道
場
に
集
う
人
び
と
に
対
し
て
、
亡
く
な
っ
た
人
は
浄
土
に
往

生
し
て
仏
と
な
る
と
同
時
に
娑
婆
世
界
に
還
り
来
て
人
び
と
を
導
く
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
還
相
回
向
は
、
親
鸞
が
主
著
『
教
行
信

証
』「
教
巻
」
に
お
い
て
、「
謹
按
二

浄
土
真
宗
一

有
二

二
種
回
向
一

。
一
者
往
相
、
二
者
還
相（

30
）。」
と
示
す
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
教
義
体

系
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
真
宗
は
、
亡
く
な
っ
た
人
間
を
還
相
の
用
き
を
す
る
も
の
だ
と
し
て
利
用
し
、
教
義
体
系
の
根
幹
に

お
い
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
。『
未
来
記
』
で
は
、
こ
の
還
相
回
向
の
教
義
が
俗
人
を
惑
わ
せ
て
い
て
慚
愧
の
念
が
な
い
畜

生
道
に
墮
ち
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。 

こ
の
還
相
回
向
に
関
す
る
言
及
は
『
照
蒙
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
伝
記
の
註
釈
故
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
俗

男
俗
女
を
惑
わ
す
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
弥
陀
の
本
願
こ
そ
道
俗
貴
賤
を
問
わ
ず
、
全
て
の
者
が
救
い
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
諸

所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
還
相
に
対
す
る
批
判
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
対
応
で
き
て
い
な
い
が
、
真
宗
の
教
え
が
俗
男
俗
女
を
対
象
と

し
た
教
え
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。 
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ⅶ
．
Ａ
│
⑦
に
つ
い
て
 

『
未
来
記
』
で
は
、
親
鸞
に
対
す
る
批
判
の
最
後
に
、
前
述
の
批
判
の
故
に
、 

 
王
臣
不
レ

許
而
名
二

犬
衆
一

。
将
守
不
レ

信
而
呼
二

悪
党
一

。
此
一
党
違
二

仏
法
僧
之
儀
式
一

而
外
背
二

王
公
将
守
之
法
度
一

。
是
兵
乱
之
因

縁
、
亡
国
之
基
、
禁
而
深
応
レ

禁
。
退
治
而
猶
可
二

退
治
一

者
也（

31
）。 

 
と
述
べ
ら
れ
る
。
当
時
の
為
政
者
・
武
士
は
、
仏
法
に
も
王
法
に
も
背
き
慚
愧
の
思
い
が
な
い
真
宗
の
念
仏
者
を
犬
衆
や
悪
党
と
呼
び

許
容
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
対
す
る
内
容
は
『
御
伝
鈔
』
第
六
段
「
信
行
両
座
」
に
み
ら
れ
る
。
当
段
は
、
法

然
門
下
に
起
っ
た
浄
土
往
生
の
不
退
の
因
が
、
信
で
あ
る
か
行
で
あ
る
か
の
論
争
で
あ
る
が
、『
御
伝
鈔
』
本
文
冒
頭
に
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。 

 
お
ほ
よ
す
源
空
聖
人
在
生
の
い
に
し
へ
、
他
力
往
生
の
む
ね
を
ひ
ろ
め
給
し
に
、
世
あ
ま
ね
く
こ
れ
に
こ
ぞ
り
、
人
こ
と
ご
と
く

こ
れ
に
帰
し
き
。
紫
禁
・
青
宮
の
政
を
重
す
る
砌
に
も
、
先
黄
金
樹
林
の
萼
に
こ
ゝ
ろ
を
か
け
、
三
槐
・
九
棘
の
道
を
正
す
る
家

に
も
、
直
に
四
十
八
願
の
月
を
も
て
あ
そ
ぶ（

32
）。 

 知
空
は
、「
信
行
両
座
」
段
に
お
い
て
冒
頭
に
示
さ
れ
た
右
の
文
章
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
為
政
者
・
武
士
の
法
然
（
専
修
念

仏
）
へ
の
帰
依
に
つ
い
て
大
幅
に
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
知
空
は
、
ま
ず
順
を
追
っ
て
典
拠
と
な
る
諸
書
を
引
用
し
な
が
ら
語
句
説
明
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を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
萼
」
の
語
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
、
法
然
の
伝
記
よ
り
後
白
河
法
皇
や
高
倉
院
、
後
鳥
羽
院
を
挙
げ
、

彼
ら
が
法
然
に
帰
依
し
、
仏
法
を
中
心
と
し
て
政
治
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、「
三
槐
・
九
棘
」
以
下
を
註
釈
す
る
に
あ
た

り
、
九
条
兼
実
の
他
、
七
名
の
大
臣
を
挙
げ
そ
れ
ぞ
れ
人
物
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い
て
武
将
や
役
人
の
名
を
挙
げ
、
彼
ら

が
法
然
に
帰
依
し
念
仏
一
行
で
浄
土
往
生
を
願
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
為
政
者
や
武
士
の
名
を
挙
げ

る
の
は
、
念
仏
の
教
え
が
王
公
将
守
の
法
度
に
背
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
Ａ
│
⑦
の
批
判
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。  以

上
の
よ
う
に
、『
未
来
記
』
で
は
七
点
の
浄
土
真
宗
に
対
す
る
批
判
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
知
空
は
『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
批
判
に
対
応
す
る
形
で
註
釈
し
て
い
る
。『
照
蒙
記
』
に
は
、
指
導
者
的
立
場
に
あ
る
知
空
が
、
真
宗
僧
侶
の
教
化
の
た
め
に
著
し

た
書
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
知
空
は
、
当
時
の
本
願
寺
に
対
す
る
批
判
に
そ
れ
ぞ
れ
の
僧
侶
が
対
応
出
来
る
よ
う
に
、『
御
伝
鈔
』
の

註
釈
を
通
し
て
教
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。 

Ⅳ
．『
親
鸞
邪
義
決
』
へ
の
対
応
 

次
に
、『
親
鸞
邪
義
決
』
と
は
、
当
時
西
山
浄
土
宗
に
属
す
る
紀
州
総
持
寺
の
学
僧
が
匿
名
で
親
鸞
の
教
義
を
批
判
し
た
書
物
で
あ

る
と
さ
れ
る（

33
）。
と
い
う
の
も
、
本
書
は
現
在
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
知
空
と
同
じ
く
西
吟
門
下
の
玄
覚
（
生
没
年
不
詳
）
が
寛
文
二

（
一
六
六
二
）
年
に
『
邪
義
決
』
を
反
駁
し
た
『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』（
以
下
、『
虚
偽
決
』
と
す
る
。）
か
ら
批
判
の
内
容
を
読
み

取
る
し
か
な
い
。
前
田
壽
雄
氏
は
、『
虚
偽
決
』
に
お
け
る
『
邪
義
決
』
引
用
文
か
ら
、『
邪
義
決
』
が
親
鸞
教
学
を
批
判
し
た
内
容
に

つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る（

34
）。『
邪
義
決
』
に
お
け
る
親
鸞
へ
の
批
判
の
中
心
は
、
親
鸞
が
一
念
義
を
主
張
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る（

35
）。
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批
判
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
点
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 Ｂ
│
①
親
鸞
が
主
張
し
た
と
さ
れ
る
一
念
義
に
対
す
る
批
判
 

Ｂ
│
②
造
罪
に
つ
い
て
の
批
判
 

Ｂ
│
③
『
選
択
集
』
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
の
は
謀
言
で
あ
る
と
い
う
批
判
 

 知
空
は
、
前
述
の
『
未
来
記
』
と
同
様
に
、『
邪
義
決
』
の
批
判
に
対
し
て
も
対
応
す
る
形
で
『
照
蒙
記
』
を
著
し
て
い
た
と
考
え

る
。
以
下
、『
照
蒙
記
』
に
お
い
て
右
記
の
批
判
に
対
応
す
る
箇
所
を
確
認
し
た
い
。 

　
ⅰ
．
Ｂ
│
①
に
つ
い
て
 

前
述
の
よ
う
に
、『
邪
義
決
』
の
内
容
の
中
心
は
Ｂ
│
①
「
親
鸞
が
主
張
し
た
と
さ
れ
る
一
念
義
に
対
す
る
批
判
」
で
あ
る
。
こ
の

批
判
に
も
見
ら
れ
る
一
念
多
念
の
論
争
と
は
、
一
声
の
念
仏
ま
た
は
信
心
ひ
と
つ
で
往
生
が
定
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
臨
終
ま
で
念
仏

を
続
け
て
臨
終
に
お
い
て
往
生
が
定
ま
る
の
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
が
、
法
然
門
下
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
議
論
で
あ

る
。
な
お
、
一
念
義
で
は
往
生
決
定
後
の
称
名
を
軽
視
す
る
。『
邪
義
決
』
で
は
、
成
覚
房
幸
西
（
一
一
六
三
│
一
二
四
七
）
の
弟
子

で
あ
っ
た
親
鸞
が
、
越
後
国
に
お
い
て
一
念
義
の
偽
法
を
広
め
た
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
幸
西
は
、
元
々
比
叡
山
の
天
台
僧

で
、
三
十
六
歳
の
時
に
法
然
の
弟
子
と
な
り
、
念
仏
よ
り
も
信
心
を
重
要
視
し
一
念
義
を
主
張
し
た
。 

こ
の
批
判
に
対
応
で
き
る
箇
所
は
、
諸
所
に
あ
る
が
「
選
択
附
属
」
の
段
で
は
、
親
鸞
が
図
画
し
た
法
然
の
御
影
に
記
さ
れ
た
銘

（
善
導
『
往
生
礼
讃
』
自
解
の
文
）
を
釈
し
て
、
こ
の
文
に
お
い
て
善
導
が
本
願
文
に
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
あ
る
の
を
「
称
我
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名
号
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
信
行
具
足
ノ
他
力
ノ
一
念
ハ
名
号
ヲ
称
ス
ル
ニ
至
極
ス
ル
ナ
リ
。
又
口
業
ニ
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
ヲ
称

名
ト
イ
ヒ
、
意
業
ニ
フ
ク
ム
ヲ
三
信
ト
ス
。
念
声
コ
レ
ヒ
ト
ツ
ナ
リ（

36
）。」
と
述
べ
る
。 

ま
た
、「
信
行
両
座
」
の
段
に
お
い
て
は
、
信
不
退
・
行
不
退
に
つ
い
て
註
釈
し
て
、
そ
の
後
結
論
と
し
て
『
最
要
鈔
』
を
引
い
て

い
る
。
そ
し
て
、
真
宗
で
は
往
生
が
定
ま
る
の
に
臨
終
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
の
と
き
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ

り
、
そ
の
後
の
称
名
は
仏
恩
報
謝
の
念
仏
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
信
心
を
往
生
の
正
因
と
す
る
点
は
一
念
義
と
共
通
す
る

が
、
称
名
は
本
願
の
は
た
ら
き
が
衆
生
の
口
に
現
れ
出
た
も
の
で
あ
り
往
生
決
定
後
も
報
恩
行
と
し
て
相
続
さ
れ
て
軽
視
す
る
こ
と
は

な
い
。
浄
土
真
宗
は
、
一
念
義
で
も
多
念
義
で
も
な
い
。
一
念
多
念
を
論
じ
な
い
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
Ｂ
│
①
の
批
判
に
つ
い
て

は
こ
れ
ら
の
註
釈
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

　
ⅱ
．
Ｂ
│
②
に
つ
い
て
 

次
の
Ｂ
│
②
「
造
罪
に
つ
い
て
の
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
Ａ
│
⑤
「
戒
律
を
犯
し
（
女
犯
、
斎
食
、
肉
食
）
寺
社
仏
閣
を
汚

す
こ
と
」
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
同
様
の
箇
所
で
対
応
可
能
で
あ
ろ
う
。 

　
ⅲ
．
Ｂ
│
③
に
つ
い
て
 

Ｂ
│
③
「『
選
択
集
』
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
の
は
謀
言
で
あ
る
と
い
う
批
判
」
に
つ
い
て
の
対
応
は
、
ま
ず
標
題
の
註
釈
に
見
ら

れ
る
。
知
空
は
、
題
号
に
出
る
「
親
鸞
」
の
名
を
註
釈
す
る
に
あ
た
り
、
儒
者
で
あ
る
永
田
善
斎
『
膾
余
雑
録（

37
）』
を
引
く
が
、
そ
こ
で

は
「
蓋
源
空
上
足
五
人
之
随
一
也
。」
と
親
鸞
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
知
空
は
、
儒
学
者
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、 
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カ
ノ
善
斎
ハ
南
紀
ノ
大
儒
ナ
リ
、『
雑
録
』
ノ
中
ニ
往
生
ニ
仏
氏
ヲ
排
ス
、
ヒ
ト
リ
コ
ノ
小
伝
ヲ
結
コ
ト
、
今
師
ノ
徳
行
高
目
下

耳
ニ
シ
テ
、
カ
レ
ガ
黙
ス
ル
ニ
忍
ビ
ザ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
乎
。
世
儒
ノ
筆
墨
強
ニ
コ
ノ
ム
ト
コ
ロ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
今
師
ノ

徳
沢
、
世
儒
ノ
扁
担
ニ
流
溢
ス
ル
コ
ト
ヲ
ヨ
ミ
ン
ジ
テ
コ
ヽ
ニ
ノ
ス
ル
ノ
ミ（

38
）。 

 
と
述
べ
て
仏
教
徒
を
批
判
す
る
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
法
然
門
下
随
一
の
門
弟
で
あ
る
親
鸞
の
徳
を
看
過
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
仏
教
界
の
外
部
か
ら
の
評
価
を
記
す
こ
と
で
、
親
鸞
が
『
選
択
集
』
付
属
に
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
く
示
す
の
で
あ

る
。 ま

た
、
知
空
は
「
選
択
付
属
」
段
の
註
釈
に
お
い
て
、
非
常
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
は
じ
め
に
、『
選
択
集
』
は
、
一
部

の
門
弟
以
外
が
書
写
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
法
然
存
命
中
に
『
選
択
集
』
を
付
属
さ
れ
た
僧
侶
を
列
挙
す

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
中
で
『
選
択
集
』
の
内
題
と
親
鸞
自
身
の
名
を
法
然
に
書
い
て
も
ら
っ
た
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
い
か
に
法
然
の
親
鸞
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
か
っ
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
記
に
続
い
て
法
然
示
寂
後
に
『
選
択
集
』

を
伝
授
さ
れ
た
も
の
や
、
は
じ
め
は
法
然
を
批
判
し
な
が
ら
後
に
専
修
念
仏
に
帰
依
し
て
い
っ
た
人
び
と
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
親
鸞
へ
の
『
選
択
集
』
の
付
属
が
い
か
に
重
く
正
統
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
註
釈
は
、『
邪
義
決
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
異
流
か
ら
の
批
判
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 以
上
の
よ
う
に
、
知
空
は
『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
浄
土
異
流
の
書
で
あ
る
『
邪
義
決
』
に
み
ら
れ
る
当
時
本
願
寺

教
団
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
批
判
を
意
識
し
、
必
要
な
場
合
は
情
報
を
付
加
し
て
註
釈
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
。 
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お
わ
り
に
 

本
稿
で
は
、
知
空
著
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
撰
述
背
景
を
探
る
こ
と
で
知
空
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
教
化
活
動

の
一
端
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
。
教
団
の
体
制
が
確
立
し
て
い
き
、
学
問
の
向
上
が
求
め
ら
れ
た
近
世
前
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
い

て
、
知
空
は
、
若
く
し
て
指
導
者
的
立
場
に
あ
り
、
聖
教
の
註
釈
書
だ
け
で
な
く
当
時
本
願
寺
が
抱
え
て
い
た
問
題
に
対
応
す
る
書
を

数
多
く
著
し
て
い
る
。 

覚
如
『
御
伝
鈔
』
は
、
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
宗
祖
親
鸞
像
を
構
成
す
る
上
で
の
中
心
史
料
で
あ
る
が
、
知
空
著
『
照
蒙
記
』
は
、

明
治
期
に
至
る
ま
で
そ
の
正
統
な
註
釈
書
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
『
照
蒙
記
』
は
、『
御
伝
鈔
』
を
註
釈
す
る
上
で
史
実
を
探
る
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
単
に
内
容
を
順
を
追
っ
て
註
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、『
未
来
記
』
に

あ
る
よ
う
な
他
宗
か
ら
の
批
判
や
『
邪
義
決
』
に
あ
る
よ
う
な
浄
土
異
流
か
ら
の
批
判
に
対
応
出
来
る
よ
う
に
内
容
を
付
加
し
て
『
御

伝
鈔
』
を
註
釈
し
て
い
る
。 

『
未
来
記
』
に
お
け
る
批
判
、
特
に
、
真
宗
僧
侶
が
黒
衣
の
袈
裟
を
着
ず
鼠
毛
の
白
衣
を
着
る
こ
と
や
、
仏
法
王
法
に
背
い
て
お
り

為
政
者
が
真
宗
を
許
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
明
確
に
内
容
を
追
加
し
て
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
浄
土
異
流
に
よ
る
『
邪
義
決
』
に
対
し
て
は
、
仏
教
界
外
部
か
ら
の
親
鸞
に
対
す
る
評
価
や
、
書
写
し
た
『
選
択
集
』
に
法

然
に
よ
っ
て
直
筆
で
内
題
と
自
身
の
名
を
か
い
て
も
ら
っ
た
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
親
鸞
へ
の
選
択
付
属
が
い
か
に
正

統
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
対
応
し
て
い
る
。 

こ
の
『
照
蒙
記
』
は
実
質
的
に
教
団
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
知
空
が
、
教
団
に
所
属
す
る
僧
侶
を
教
化
す
る
意
図
を
も
っ
て
著
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
を
も
っ
て
、
各
方
面
か
ら
お
こ
っ
て
い
た
本
願
寺
教
団
に
対
す
る
批
判
に
対
応
で
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き
る
真
宗
僧
侶
の
育
成
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
質
的
な
指
導
者
と
し
て
の
知
空
の
立
場
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
知
空
に
は
そ
の
責
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
知
空
に
よ
る
真
宗
の
念
仏
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
に
見
い
だ
し
て
ゆ
く
試
み
は
、
現
代
を
生
き
る
私

に
も
改
め
て
重
要
な
方
向
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
【
註
】 

（
１
）
塩
谷
菊
美
「
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
た
め
に
―
真
宗
に
お
け
る
絵
画
・
語
り
・
文
字
―
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
１
　
親

鸞
伝
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
五
二
三
頁
。 

（
２
）
末
木
文
美
士
「
親
鸞
像
の
形
成
―
親
鸞
の
見
た
親
鸞
、
惠
信
尼
の
見
た
親
鸞
―
」『
東
方
學
報
』
京
都
八
八
、
二
〇
一
三
年
。 

（
３
）
塩
谷
菊
美
「
解
題
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
六
頁
。 

（
４
）
塩
谷
菊
美
『
語
ら
れ
た
親
鸞
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
、
第
四
章
、
五
『
御
伝
鈔
照
蒙
記
』
―
「
正
し
い
解
釈
」
と
「
正
し
い
史
実
」
―
。 

（
５
）
大
澤
絢
子
『
親
鸞
「
六
つ
の
顔
」
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
第
三
章
「
妻
帯
し
た
僧
・
親
鸞
」
の
誕
生
。 

（
６
）
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
通
史
篇
上
巻
、
同
朋
舎
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
六
頁
。 

（
７
）
本
願
寺
史
料
研
究
所
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
四
四
頁
。 

（
８
）
井
上
哲
雄
『
学
僧
逸
伝
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
九
年
、
二
二
二
頁
。 

（
９
）
宮
崎
円
遵
「
知
空
の
能
化
就
職
事
情
管
見
」『
真
宗
史
の
研
究
（
下
）』
宮
崎
円
遵
著
作
集
第
五
巻
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
九
年
、
三
五
八
頁
。 

（
10
）
井
上
哲
雄
『
真
宗
学
匠
著
述
目
録
』
龍
谷
大
学
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
、
一
七
四
頁
。 

（
11
）
宮
崎
円
遵
「
知
空
の
能
化
就
職
事
情
管
見
」
前
掲
書
『
真
宗
史
の
研
究
（
下
）』
三
六
三
頁
。 

（
12
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
真
宗
大
系
史
料
　
伝
記
篇
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
。
な
お
、
初
版
と
第
三
版
の
本
文
の
相
違
に
つ

い
て
は
「
解
題
」
中
に
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
13
）
本
願
寺
史
料
研
究
所
、
前
掲
書
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
、
三
二
頁
。 

（
14
）
妻
木
直
良
『
真
宗
全
書
』
六
六
巻
、
藏
經
書
院
、
一
九
一
四
年
、
四
一
六
頁
。 

（
15
）
塩
谷
菊
美
「
近
世
に
お
け
る
神
話
的
親
鸞
伝
の
展
開
」
真
宗
史
料
刊
行
会
編
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
３
　
近
世
親
鸞
伝
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
、
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四
七
一
頁
。 

（
16
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
二
六
頁
。 

（
17
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
二
頁
。 

（
18
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
三
頁
。 

（
19
）「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
な
ど
に
て
初
版
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

（
https://w
w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/index.htm
l） 

（
20
）
真
宗
教
義
の
根
幹
を
な
す
往
生
し
た
者
の
還
相
に
対
す
る
批
判
か
。
後
に
詳
述
す
る
。 

（
21
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
三
六
頁
。 

（
22
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
七
頁
。 

（
23
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
一
八
頁
。 

（
24
）
福
間
光
超
・
佐
々
木
孝
正
・
早
島
有
毅
『
真
宗
史
料
集
成
　
第
六
巻
　
各
派
門
主
消
息
』
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
三
年
、
三
二
頁
。
な
お
、

返
り
点
は
引
用
元
に
従
っ
た
。 

（
25
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
八
九
頁
。 

（
26
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
二
三
二
頁
。 

（
27
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
二
三
頁
。 

（
28
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
一
七
頁
。 

（
29
）『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
八
丁
ウ
。 

（
30
）
教
学
伝
道
セ
ン
タ
ー
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
　
第
二
巻
　
宗
祖
篇
上
』
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
九
頁
。 

（
31
）『
聖
徳
太
子
日
本
国
未
来
記
』
八
丁
ウ
。 

（
32
）
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
　
第
四
巻
　
相
伝
篇
上
』
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
三
頁
。 

（
33
）
妻
木
直
良
『
真
宗
全
書
』
五
九
巻
、
藏
經
書
院
、
一
九
一
三
年
、
三
頁
。 

（
34
）
前
田
壽
雄
「『
親
鸞
邪
義
決
之
虚
偽
決
』
の
研
究
」『
龍
谷
教
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
五
年
。 

（
35
）
前
田
氏
は
、『
邪
義
決
』
に
よ
る
親
鸞
が
一
念
義
を
主
張
し
た
と
す
る
批
判
は
、『
法
然
上
人
伝
記
』（
九
巻
伝
）
と
ほ
と
ん
ど
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
当
時
流
布
し
て
い
た
「
遺
北
陸
道
書
状
」
に
『
親
鸞
邪
義
決
』
と
い
う
書
名
を
付
け
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
前

田
氏
、
前
掲
論
文
。 

浄土真宗総合研究 18

59



（
36
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
一
四
二
頁
。 

（
37
）
儒
学
者
で
あ
る
永
田
善
斎
が
、
漢
文
体
で
著
し
た
随
筆
書
。
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
刊
。 

（
38
）
真
宗
史
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
『
大
系
真
宗
史
料
　
伝
記
編
２
　
御
伝
鈔
注
釈
』
九
二
頁
。 
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